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診療報酬（検体検査関連）についてのお知らせ 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

この度、厚生労働省保険局医療課長発通知（令和６年１１月１９日付．保医発１１１９第１３号．令和６年 

１１月２０日適用、令和６年１１月２９日付．保医発１１２９第８号．令和６年１２月１日適用、令和６年１２

月２７日付．保医発１２２７第２号および保医発１２２７第４号．令和７年１月１日適用）により、下記の検

査項目の保険請求が可能となりましたのでご案内申し上げます。 

敬具 

 

（ 記 ） 

◎保険算定の条件が変更された検査項目（令和６年１１月２０日適用） 

検 査 項 目 名 実 施 料 

アミロイドβ４２／４０ 比（髄液） １，２８２点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｄ００４」 穿刺液・採取液検査 【尿・糞便等検査 ３４点】 

Ｄ００４ 穿刺液・採取液検査 

（１）～（１２） （略） 

（１３）アミロイドβ４２／４０比（髄液）  

ア  「１５」のアミロイドβ４２／４０比（髄液）は、効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認 

知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品に係る厚生労働省の定める最適使用推

進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる

患者等に対し、効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の

進行抑制を有する医薬品の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確

認するため、ＣＬＥＩＡ法により、脳脊髄液中のβ－アミロイド１－４２及びβ－アミロイド１－４０を

同時に測定した場合、患者１人につき１回に限り算定する。ただし、効能又は効果としてアルツ

ハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に

初回投与から１８か月を超えて再開する場合は、さらに１回に限り算定できる。なお、この場合に

おいては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

イ  （略）  

（１４） （略） 

 ※下線の条件が変更されました。 

※弊社受託未定 

※次ページに続きます 

 

１ 



 

 

◎新たに保険収載された検査項目（令和６年１２月１日適用） 

検 査 項 目 名 実 施 料 

抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体 １，３８０点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｄ０１４」 自己抗体検査 【免疫学的検査 １４４点】 

Ｄ０１４ 自己抗体検査 

（１）～（３０） （略） 

（３１） 抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体は、自己免疫性肺胞蛋白症が疑われる患者に対して、イムノクロマト法により測

定した場合に、１，３８０点を算定する。なお、診断時に１回に限り算定でき、経過観察時は算定でき

ない。 

※弊社受託未定 

検 査 項 目 名 実 施 料 

ＦＧＦＲ２融合遺伝子標本作製 ７，８２４点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｎ００５－２」 ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 【病理診断】 

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製  

（１） （略）  

（２） ＦＧＦＲ２融合遺伝子標本作製は、治癒切除不能な胆道癌患者を対象として、ＦＧＦＲ阻害剤の投与

の適応を判断することを目的として、ＦＩＳＨ法（Ｂｒｅａｋ－ａｐａｒｔ法）により遺伝子標本作製を行った場

合に、７，８２４点を算定する。なお、当該薬剤の投与方針の決定までの間に１回を限度とする。 

※弊社受託未定 

◎保険適用の条件が追加された検査項目（令和６年１２月１日適用） 

検 査 項 目 名 実 施 料 

ＴＡＲＣ １７９点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｄ０１５」 血漿蛋白免疫学的検査 【免疫学的検査 １４４点】 

Ｄ０１５ 血漿蛋白免疫学的検査  

（１）～（５）（略） 

（６）  「１８」のＴＡＲＣは、以下のいずれかの場合に算定できる。 

ア  アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助を目的として、血清中のＴＡＲＣ量を測定する場合に、

月１回を限度として算定できる。  

イ  薬剤性過敏症症候群が疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、血

清中のＴＡＲＣ量を測定する場合に、一連の治療につき１回を限度として算定できる。ただし、

医学的な必要性から一連の治療につき２回以上算定する場合においては、その詳細な理由を

診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。  

 

２ 



 

 

ウ  ＣＯＶＩＤ－１９と診断された患者（呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。）の重症化リ

スクの判定補助を目的として、血清中のＴＡＲＣ量を測定する場合は、一連の治療につき１回を限

度として算定できる 

（７）～（１５） （略） 

※下線の条件が追加されました。 

※「ア」及び新設条件「イ」の対象項目：弊社受託中  

弊社受託項目コード：３４４５ ＴＡＲＣ（Ｔｈ２ケモカイン） 

 

◎新たに保険収載された検査項目（令和７年１月１日適用） 

検 査 項 目 名 実 施 料 

マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及び 

マクロライド耐性変異同時検出 
３５０点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｄ０２３」 微生物核酸同定・定量検査 【微生物学的検査 １５０点】 

Ｄ０２３ 微生物核酸同定・定量検査 

（１）～（３８） （略）  

（３９） マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出は、以下のいずれかに該当

する場合であって、リアルタイムＰＣＲ法により測定した場合に、３５０点を算定する 

ア マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の選択を目的として行った

場合。 

イ マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果判定を目的として行った場合。 

 

※弊社受託未定 

 

検 査 項 目 名 実 施 料 

ｐ１６タンパク ７２０点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｎ００２」 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作成 【病理診断】 

Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製 

（１） ～（１０） （略） 

（１１） ｐ１６タンパクは、子宮頸部上皮内腫瘍（ＣＩＮ）が疑われる患者であって、ＨＥ染色で腫瘍性病変の

鑑別が困難なものに対してＨＱリンカーを用いて免疫染色病理標本作製を行った場合に、７２０点を

算定する。 

※弊社受託検討中 

 

 

３ 



 

 

 

◎保険適用の条件が追加された検査項目（令和７年１月１日適用） 

検 査 項 目 名 実 施 料 

ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 ２０，２００点 

算 定 区 分 

区分番号「Ｄ００６‐1８」 ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 【遺伝子関連・染色体検査 １００点】 

Ｄ００６‐1８  ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 

 （１） 「１」腫瘍細胞を検体とするものについては、初発の進行卵巣癌患者、転移性去勢抵抗性前立腺癌

患者又は転移性、再発若しくはＨＥＲ２陰性の術後薬物療法の適応となる乳癌患者の腫瘍細胞を検

体とし、次世代シーケンシングにより、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、ＢＲＣＡ１遺

伝子及びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った場合に限り算定する。 

 （２）・（３）（略） 

 ※下線の条件が追加されました。 

 ※弊社受託未定 
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